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高島市職員措置請求に係る監査の結果について 

 

第１ 請求の受付 

 １ 請求書の提出 

   平成２７年８月１９日 

 ２ 請求人 

   ○○ ○○ 

 ３ 請求の要旨 

  （「高島市職員措置請求書」の原文のまま記載） 

 

１．請求の要旨 

  高島市長福井正明氏が、Ａに対し支払った、平成２６年度みんなで創るま

ちづくり交付金の 750,000円の内、誤った審査により支出した交付金の金額

について市に対し返還を求めるものである。 

⑴ Ａが市に対し請求を行った交付金の内容について、平成２７年６月１６

日付で情報公開請求に基づき各種書類を入手し精査した結果、交付金の誤

った支出が判明したもので、交付金の支出日は不明である。Ｂの領収書が

添付されており、Ｂが支払った管理防犯灯電気代 430,879円は、Ａが支払

ったものではないのが明らかである。（別添 実績報告書写しを参照） 

⑵ なお、ＡとＢは、同一区域内に存在する団体であるが、構成員も異なる

全く別の団体である。Ｂは別荘族を中心とした○○○世帯の団体であり、

会費も建物所有者で年６千円を徴収している。 

ＡはＢ会員の中から住民基本台帳に記載のある永住者が、Ｂが所有する

こととなった不動産の不動産登記をするために認可地縁団体として設立し

た○世帯（約○○名）弱の団体であり、会費も徴収しておらず収入源はな

い。（届け出のＡ規約で明らか） 

⑶ 全く別の団体が支払った事業に対し交付金が支払われたことは、「みん

なで創るまちづくり交付金」条例からみても、違法な支出であり、高島市

長 福井正明氏は直ちに誤った支出を認め、市に対し返還をすべきであ

る。 

また、当該実績報告書を提出したＡに対し、過去から同様の請求を行い

交付金を受けていたこともあり、不正の事実を知っていながら請求を行っ

ていたのであるから、詐欺・私文書偽造による告発も辞さずという姿勢を

とるべきと考える。 

 

また、同日に以下の別添資料の提出を受けた。 

  ・みんなで創るまちづくり交付金実績報告書（Ａ作成） 

  ・みんなで創るまちづくり交付金事業成果書兼精算書（Ａ作成） 

  ・みんなで創るまちづくり交付金事業別明細書（Ａ作成） 

  ・電気料金領収書の写し 

 

第２ 請求の受理 

本件請求は、法定要件を具備しているものと認め、平成２７年９月７日付で受理するこ

とを決定し、同時に請求人に通知した。 
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第３ 監査の実施 

  １ 監査対象事項 

本件措置請求書および事実証明書に基づき、平成２６年度のＡに対するみんなで創

るまちづくり交付金（以下「本件交付金」という。）が違法または不当な財務会計上

の行為といえるか否かを監査対象事項とした。 

２ 請求人の証拠の提出および陳述 

   地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき、請求人に対して平成２７年９月２５

日に証拠の提出および陳述の機会を設けた。 

請求人および補佐人が出席し、本件措置請求書に沿った陳述を行った。本件措置請

求書に記載のない事項についての陳述の概要は次のとおりである。新たな証拠の提出

はなかった。 

⑴ Ｂ名義の領収書が添付された本件交付金の実績報告書が、なぜすんなり認められ

たのか。市役所のチェック体制に不備がある。平成２６年度以前にも防犯灯電気代

が本件交付金事業の対象費用となっていた。領収書のあて名の問題は今年に限った

ことではない。同じ地域に類似する２つの団体が存在することは、市（○○支所・

市民協働課）も知っているはずであり単純なミスではない。 

⑵ 市は申請者に対し書類の作成について指導をし、そうした後に書類を受け取るべ

きである。また、交付決定にあたっては、書類だけで判断しないで、現地を見て本

当に必要かを判断して欲しい。  

⑶ ＡとＢの役員は同じ人であるので、２つの団体間の費用負担のルールも曖昧で、

ＡとＢのどんぶり勘定の決算を見直すように役員に言っても取り合ってもらえない。

市から指導して欲しい。 

   ⑷ Ａには３百万円を超える繰越金がある。本来Ａは市の補助事業をＢに代わって

行う団体であり、会費は徴収していない。それにも拘わらず繰越金があるという

ことは、補助金で支払うべき事業費をＢ会計から支払っていたからであり、これ

までの補助金がＡに残っていると思われる。Ｂの財産がＡに移動している。２団

体の会計が混乱しており、市に対して指導を求めてきたが、市からは団体間の問

題として取り上げてもらえなかった。 

３ 市長からの意見書の提出および関係職員の陳述 

   平成２７年９月１８日に本件監査請求に対して市長から「意見書」と題する以下の

書面の提出を受け、これを基に同年９月２５日には関係職員（市民生活部次長、市民

協働課参事および○○支所参事）から陳述の聴取を行った。陳述の要旨は以下のとお

りである。 

⑴ ＡとＢは、互いに関連性のある団体ではあるが別の団体と認識している。 

⑵ Ｂあての領収書が実績報告書に添付されていることについては、以前から承知し

ていたが、Ａ設立以前にＢ名義で防犯灯電気使用の契約が行われていたものであり、

名義変更の手続きがなされていないものの、ＡからＢに対して支払業務を委託し、

Ｂに相応する額が支出されているものと認識し、本件交付金対象費用として認めて

きた。 

⑶ 本件監査請求が提出されて以降、Ｂ・Ａの平成２６年度・平成２７年度会計役員

に対し３回にわたって聴き取りをするとともに、会計処理と預金通帳の動きをチェ

ックしたところ、ＡとＢの預金が混同した状態となっていることを確認した。また、

Ａ名義の預金通帳に本件交付金が入金されていたが、それに対応すべき費用の支出
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が確認できなかった。その後、「意見書」に記載したとおりＡからＢへ相応の金額

が支払われた。 

⑷ 会計役員は毎年交替し前例踏襲が行われていた。会計役員への聴き取りによると、

「通帳にはこだわらず帳簿上で管理すればよい、おかしいとは思っていたが、不正

をしているとは思わなかった。」との返答がなされた。 

⑸ 今後は防犯灯の契約者は変更する旨をＡ役員から聞いている。また、本件交付金

の交付先については、今後も認可地縁団体であるＡが適切と考えている。理由は、

Ｂは市外居住者が多数を占めており、多数の市外居住者の意向に沿って交付金が使

われる可能性があるので、本件交付金の目的・趣旨に沿って判断したものである。 

（「意見書」の原文のまま記載） 

 

意 見 書 

 

 請求者○○○○が平成２７年８月１９日に提起した住民監査請求に関し、次の

とおり意見する。 

 

１ 意見の趣旨 

  本件監査請求は、これを却下するとの決定を求める。 

２ 請求に対する認否 

  請求の要旨については否認する。 

３ 請求者の主張およびこれに対する市長の意見 

⑴ 請求書「Ｂ名義の電気代領収書」について 

＜請求人の主張＞ 

Ａに対し支払った、平成２６年度みんなで創るまちづくり交付金 750,000

円の内、管理防犯灯電気代 430,879円は、Ｂが支払ったものであり、Ａが支

払ったものではないことは明らかである。 

 ＜市長の主張＞ 

   平成２６年度、Ａに支出したみんなで創るまちづくり交付金 750,000円を

活用し、防犯灯の維持管理にあてた費用は、交付金対象事業として適当なも

のと認めている。 

しかしながら、関西電力㈱が発行する領収書を確認したところ、領収書の

あて先は、Ｂとなっていた事実を確認した。 

その後、Ａの通帳を調べたところ、すでにＡからＢに、相応する金額が支

払われていることを確認したところである。 

よって、防犯灯の必要経費は、地域全体の安全・安心な地域づくりに関す

る交付金事業として、Ａが支出したと認められる。 

⑵ 請求書「別団体に支出した交付金の返還」について 

＜請求人の主張＞ 

全く別団体が支払った事業に対し交付金が支払われたことは、「みんなで

創るまちづくり交付金」条例からみても、違法な支出であり、高島市長 福

井正明氏は直ちに誤った支出を認め、市に対し返還をすべきである。 

 ＜市長の主張＞ 

   防犯灯の設置・契約者は、Ｂであり、領収書のあて名はＢとなっている

が、維持管理は、定住者で組織されているＡが行っている。 

みんなで創るまちづくり交付金は、市内の自治会等が地域社会を維持発展

させるために行う活動に対して交付することとしていることから、Ａが自ら

の地域の安全・安心のための事業として、防犯灯の維持管理にあてた電気代

に対し支出した交付金は、違法な支出ではない。 



4 

 

また、同日に以下の別添資料の提出を受けた。 

   ・Ａ名義の預金通帳（○○○○農業協同組合）の写し 

   ・ＡからＢへの「相応する金額」貯金口座振替による振込受付書の写し 

   ・Ｂ・Ａ流動資産内訳（平成 27年 3月 31日現在残高） 

 ４ 要件審査に係る判断 

  ⑴ 監査請求対象の一部の財務会計行為が１年を経過していることについて 

本件監査対象のＡに対する本件交付金 750,000円は、平成２６年７月２５日に概

算払いで 525,000円が交付され、平成２７年４月１０日に精算払いで 225,000円が

交付されている。 

地方自治法第２４２条第２項には、「当該行為のあった日から１年を経過したと

きは、これ（住民監査請求）をすることができない。ただし、正当な理由がある

ときは、この限りでない。」と規定されている。 

概算払は、地方自治法第２３２条の５第２項の規定により普通地方公共団体の支

出の一方法として認めている。そして、概算払による公金の支出についての監査

請求は、当該公金の支出がされた日から１年を経過したときは、これをすること

ができないものと解する（最高裁判所平成 7年 2月 21日第三小法廷判決同旨）と

されている。 

正当な理由の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の

注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為

の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求を

したかどうかによって判断すべきである（最高裁判所平成 14年 9月 12日第一小法

廷判決同旨）とされている。 

よって、概算払い分 525,000円については、支払があったときから１年が経過し

ているため、正当な理由の有無を検討する必要がある。 

  ⑵ １年の監査請求期間の経過について正当な理由があることについて 

請求書によれば、本件監査請求に係る領収書の誤りを知ったのは、平成２７年６

月に情報公開請求を行った結果、知り得たものであり、実績報告書の証拠書類と

して添付されている書類の内容については、一般に知ることのできないものであ

る。そのため、１年の監査請求期間を過ぎてしまったこともやむを得ず、地方自

治法第２４２条第２項ただし書きの正当な理由があったと判断するのが相当であ

ると考える。 

  ⑶ 詐欺・私文書偽造による告発も辞さずという姿勢を取るべきとの主張について 

請求人は、本件措置請求書の中で「Ａに対し、過去から同様の請求を行い交付金

を受けていたこともあり、不正の事実を知っていながら請求を行っていたのであ

るから、詐欺・私文書偽造による告発も辞さずという姿勢をとるべきと考え

る。」と主張している。 

地方自治法第２４２条に定める住民監査請求の制度は、普通地方公共団体の執行

機関または職員による違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実により

普通地方公共団体の住民として損失を被ることを防止するために、住民全体の利

益を確保する見地から、執行機関または職員の違法、不当な行為等の予防、是正

を図ることを本来の目的としている。 
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Ａが実績報告書を偽造して本件監査請求にかかる交付金を詐取したものである、

すなわち、刑法上の詐取または私文書偽造等の判断を求めることについては、監

査委員の職務権限になじまないと判断し、監査の対象から除外する。 

 

第４ 監査の結果 

  １ 事実関係の確認 

⑴ 本件交付金制度について 

ア．本件交付金は、高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例（平成２

３年高島市条例第１号。以下「本件条例」という。）の規定に基づいて、支出さ

れたものである。この条例は、平成２３年３月市議会定例会で、条例案が審議さ

れた上で可決され、同年４月１日から施行されている。 

イ．本件条例に規定されている「みんなで創るまちづくり交付金」の目的は、第

１条に掲げているとおり「市内の自治会等が身近な地域課題を自主的に解決し、

自らの判断と創意工夫により地域社会を維持発展させるために行う活動に対して

交付金を交付することにより、住民自治の振興および市民協働のまちづくりの推

進ならびに地域の均衡ある発展に資すること」である。 

ウ．本件条例第２条において、交付対象となる自治体等を以下のとおり定めてい

る。 

① 地方自治法第２６０条の２第１項の規定により市長の許可を受けた地縁によ

る団体 

② 一定の区域の住民の地縁により形成し、当該住民の共通利益の実現と生活の

向上を目的として民主的な運営の下に自主的な活動をする区、自治会、町内会

等の団体で市長が適当と認めるもの 

エ．本件条例は、第５条において交付金の対象となる事業について、以下のとお

り規定している。 

① 安全、安心な地域づくりに関する事業 

② 地域の保健、福祉、青少年健全育成および人権尊重に関する事業 

③ 地域内または地域間の交流等を図る事業 

④ 地域の道路、河川その他の基盤施設の整備または維持管理に関する事業 

⑤ 環境の保全および地域の美化に関する事業 

⑥ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

オ．本件条例は、第１０条において、次の各号のいずれかに該当するときは交付

金の決定の全部または一部を取り消すことができるとしている。 

 ① 関係法令またはこの条例もしくはこの条例に基づく規則に違反したとき。 

 ② 第８条の規定による交付の条件に違反したとき。 

 ③ 偽りの申請その他不正な手段により交付金の交付の決定を受けたとき。 

 ④ 交付金を他の用途に使用したとき。 

 ⑤ その他市長が交付金を交付することが不適当と認めるとき。 

カ．高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例施行規則（平成２３年高

島市規則第１２号。以下「本件施行規則」という。）第３条において交付金の対

象外費用について、以下のとおり規定している。 

① 自治会等の役員に対し職務執行の対価として支払われる報酬（役員が行う職

務外の労務に対して支払われる賃金、謝礼等を除く。） 
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② 自治会等の構成員または構成世帯のすべてを対象とする労務に対して支払わ

れる賃金、謝礼等 

③ 自治会等の集会施設に係る光熱水費、通信費、保険料等の運営管理費 

④ 料理飲食費および酒類の購入費（会議等における参加者１人につき 500円以

内の茶菓子代および市長が適当と認める費用を除く。） 

⑤ 積立金および繰越金 

キ．本件規則第１１条には、事業実績の報告は、交付対象事業を完了した日から

起算して１月を超えない日または当該事業年度の翌年度の４月１０日のいずれか

早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添付して行わなければならないと

している。 

① みんなで創るまちづくり交付金事業成果書兼精算書 

② 領収書等の写し（１点１万円未満のものを除く。） 

③ 事業内容の分かる写真 

④ その他市長が必要と認める書類 

ク．本件交付金に関する訪問調査を、対象２０４団体のうちから抽出し毎年実施

している。その実施状況は以下のとおりである。なお、Ａへの訪問調査は未実施

であった。 

地域 
対 象 

団体数 

実施団体数 

23年度 24年度 25年度 26年度 

マキノ地域 32 2 2 2 2 

今津地域 50 2 3 3 3 

朽木地域 22 2 2 2 2 

安曇川地域 39 2 3 3 3 

高島地域 34 2 2 2 2 

新旭地域 27 2 2 2 2 

計 204 12 14 14 14 

  ⑵ ＡとＢの関係について 

   ア．本件監査請求対象のＡは、平成○○年○○月○日付で認可設立された地縁によ

る団体（地方自治法第２６０条の２）である。 

   イ．Ａと同一地域内にＢが存在している。Ｂは、Ａの設立以前から存在していた団

体であり、会員の中には市内に住所を有する住民と別荘を所有する者等が混在し

ている。Ａは、Ｂ財産の不動産登記の必要が生じたことをきっかけとして、Ｂ会

員のうち住所を有する住民（住民登録のある住民）により設立されたものである。

なお、直近の会員数は以下のとおりである。 

     ・Ａ会員   ○○（26年度本件交付金積算資料より）  

     ・Ｂ会員   ○○（26年度Ｂ会計報告より） 

ウ．ＡとＢはそれぞれ団体の規約を定めている。また、それぞれの総会が同じ会

場、同じ日の別の時間帯で開催されている。 

エ．規約の会員資格の規定を比較すると、Ａは「規約の定める区域に住所を有す

る個人」であり、Ｂは「地域内に土地または建物を有する者は本会の会員となる

資格を有し、また原則として会員とならなければならない」と定められている。 
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オ．規約に定められている目的は、Ａは「…地域的な共同活動を行うことにより、

良好な地域社会の維持及び形成に資すること…」であり、Ｂは「…会員相互の親

睦をはかり、信頼と連帯によって互いに協力しあって、地域内の環境保全及び地

下水の水質を維持すること…」と定められている。 

カ．規約に定められている団体の区域または地域は、Ａは「高島市○○町大字○

○、○○、○○地内の別表に掲げる区域」、Ｂは「高島市○○町○○、同○○、

同○○の内、○○○○分譲地一帯をいう」と定められている。 

キ．ＡとＢの役員は同一人を選出するよう運用されている。また、総会資料では、

それぞれの団体の会計報告（決算書）とともに、２つの団体の会計報告をまとめ

た合算会計報告（決算書）が作成され、かつ、Ｂ・Ａの活動をまとめた同一の事

業計画と事業報告が審議・報告されている。 

ク．Ａとしては会員から直接会費を徴収していない。Ｂが一会員当たり年間 6,000 円

の会費を徴収し、Ｂの規約に法人格を必要とする行為をＡに委託する旨を定められ

ており、これにより委託対価として平成２６年度は 1,633,064 円がＡに支払われて

いる。 

 ⑶ 本件交付金の使途について 

   Ａから提出された実績報告書に添付された「事業成果書兼精算書」に記載されてい

る交付金の使途は、以下のとおりである。           （単位：円） 

事業名 事業の概要 事業費 
対象から除

外する費用 
対象費用 

防犯・防災事業 管理防犯灯設置・修繕 19,440 0 19,440 

防犯・防災事業 管理防犯灯電気代 430,879 0 430,879 

環境整備事業 一斉清掃と除草作業 394,039 0 394,039 

環境整備事業 
水質検査による安心環

境確保 
104,112 0 104,112 

その他地域活動 
ごみ集積所整備等 

会館維持費 
142,538 0 142,538 

合   計 1,091,008 0 1,091,008 

 ⑷ 本件交付金に関する会計処理等について 

   ア．平成２６年度本件交付金実績報告書に添付されている領収書のあて名を確認する

と、対象費用 1,091,008円のうち、Ａのものが 536,258円、Ｂのものが 493,843円

（管理防犯灯電気代 430,879円を含む）、判別できないものが 60,907円であった。 

イ．本件管理防犯灯電気代は、Ｂ名義の滋賀銀行○○○○店の預金口座から毎月支払

われている。さらに、Ａ名義の預金通帳の平成２６年度中の入出金を確認したとこ

ろ、本件交付金対象費用の出金が見受けられなかった。 

   ウ．ＡとＢの現金および預金の年度末残高を、総会資料「Ｂ・Ａ流動資産」として報

告されている。これによると、Ａは○○○○農業協同組合の普通預金と小口現金を、

Ｂはゆうちょ銀行の普通預金・定期預金および滋賀銀行○○○○店の普通預金を保

有している。また、本来、団体ごとに預金を区分して処理されるべきところを、同

一団体の現金および預金のように２つの団体の現金および預金が混同した使われ方

をしていた。例えば、Ａ名義の○○○○農業協同組合の預金については、主に市お

よび社会福祉協議会からの交付金や補助金の入金口座として利用されており、Ｂ名
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義の滋賀銀行○○○○店の預金は主に電気代等の自動振替に、ゆうちょ銀行の預金

はＢ会費の入金と主な費用の支払いに使われていた。 

   エ．平成２６年度Ａ通常総会で承認された平成２６年度Ａ会計報告（決算報告）を

確認したところ、本件交付金対象費用の支出は、支出の部に計上されている。 

   オ．上記エの「平成２６年度Ａ会計報告」の次年度繰越金の額と上記ウで確認した

「Ｂ・Ａ流動資産（平成 27年 3月 31日現在）」のうちＡが保有する流動資産

（現金と預金の合計）残高は一致していない。ただし、「Ｂ・Ａ会計報告（合

算）」の次年度繰越金の額と「Ｂ・Ａ流動資産（平成 27年 3月 31日現在）」の

合計残高は一致している。 

⑸ ＡとＢとの間の費用負担に関する未精算金額について 

   ア．本件請求に伴い関係職員がＡに対する調査を行ったところ、団体の会計報告に

基づいた現金・預金上の処理が行われず、ＡとＢの現金および預金を混同した費

用の支払いが行われ、本来、Ａの費用として処理されるべきものが、Ｂ名義の預

金から支払われていることが確認された。 

   イ．本件監査請求の審査中の平成２７年９月１８日に、Ａは、上記アのＡとＢとの

間の会計報告と現金・預金上の処理の不一致額（未精算金額）を、Ｂに支払った。

その内訳は以下のとおりである。     （単位：円） 

年度 

入金額（Ａ口座） 出金額 
(Ａ口座) 

B 

未精算金額 
A-B 本件交付金 その他補助金 

入金額合計 
    A 

23 704,000 857,000 1,561,000 1,053,000 508,000 

24 726,000 530,000 1,256,000 716,789 539,211 

25 738,000 708,000 1,446,000 1,946,800 △500,800 

26 750,000 705,000 1,455,000 705,000 750,000 

計 2,918,000 2,800,000 5,718,000 4,421,589 1,296,411 

 

 ２ 監査委員の判断 

⑴ ＡとＢは全く別の団体であるとの主張について 

請求人は、実績報告書には別の団体であるＢの領収書が添付されており、ＡとＢ

は全く別の団体であると主張している。このことは、本件交付金の支出を違法とす

る前提となるものであることから、２つの団体について考察する。 

ＡとＢは、上記１の⑵のカのとおり同じ地域に存在し、上記１の⑵のオおよびカ

から、地域における自治活動を行う団体である点は共通していると思慮される。

また、上記１の⑵のイのとおりＡはＢ会員のうち市内に住所を有する住民で組織

されており、ＢがＡを内包する関係にあり、上記１の⑵のキのとおり一体的な組

織運営が行われている。 

  一方、上記１の⑵のウのとおり、代表選出の方法、組織運営、財産の管理その他

団体としての主要な点が確定しており、多数決の原理が行われている等、それぞれ

が組織としての要件を備えている。さらに、別荘所有者や居住の実態はあるものの

市内に住民登録がない住民はＡに加入できないため、Ａの意思決定に関与し得ない

Ｂ会員がいる。 

こうしたことを考慮し、ＡとＢは互いに関連性のある別の団体であると判断する。 
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⑵ 本件交付金対象費用について 

本件交付金の対象となる事業は、本件条例第５条に定められておりその内容は上

記１の⑴のエのとおりである。請求人が指摘している防犯灯電気代については、

交付対象事業である「安全、安心な地域づくりに関する事業」に合致する費用で

あると認められる。さらに、平成２６年度にＡが本件交付金対象費用としている

のは、上記１の⑶のとおりであるが、提出された関係書類を確認したところ、そ

の使途はいずれも交付対象費用として適正であり、かつ、本件規則第３条に定め

られている交付対象外費用（上記１の⑴のカ）に該当するものは含まれていない

ため、実績報告書において報告されている交付金対象費用の使途は適正であると

認められる。 

そして、実績報告書に添付されている領収書から、いずれも実際に支出されてお

り虚偽の支出とは考えられず、当該地域の住民自治の振興等に使われたものであ

り、目的に沿った事業を実施し、成果を上げているものと判断する。 

  ⑶ 実績報告書とＡにおける経理処理の整合性について 

Ａから提出された実績報告書によると、本件交付金対象経費はＡが支出したもの

として報告されている。一方、上記１の⑷のイで確認したとおり、本件交付金対

象費用は、関連性はあるが別の団体であるＢ名義の預金から支払われている。 

また、請求人の陳述の機会における発言から判断すると、防犯灯の維持管理をは

じめとする本件交付金事業は、Ｂが実施しているという認識であり、一方、市は、

提出された意見書にあるようにＡが本件交付金事業を行っているとの立場である。 

このため、本件交付金事業は、ＡとＢ、どちらの団体が実施したものか検討する

必要があるが、上記１の⑵で確認したとおり、同じ地域（エリア）で同様の活動

をし、団体の役員は同じ人物が兼務しており、かつ、別荘所有者等の短期滞在者

を除く居住者（住民登録のない住民を含む）をみたとき、概ね同じ会員により運

営および活動されているため、どちらの団体が事業を実施しているのかの断定は

できないが、本件交付金対象費用は、上記１の⑷のエで確認したとおり、Ａの会

計報告（決算報告）の支出の部に計上されており、Ａの総会において承認されて

いることから、Ａの団体の意思としては、Ａが本件交付金事業を行ったものであ

り、Ａが費用を支出すべきものと考えていたと判断する。 

しかしそれでは、Ａの現金・預金上の処理と一致しないが、これは、上記１の⑷

のウおよび１の⑸のアで確認したとおり、本来、別の団体の経理処理として区分

されるべきところ、２つの団体の現金・預金上の処理を混同されていたためであ

り、こうした団体における不適切な経理処理によって不整合が生じているもので

あり、言い換えると、各団体の会計報告に基づいた現金・預金上の処理が行われ

ず、ＡとＢとの間に、会計報告と一致させるために行われるべき費用負担の未精

算額が存在していたものと考えられる。 

なお、上記の未精算額については、上記１の⑸のイで確認したとおり、既に、平

成２３年度から平成２６年度までの未精算額がＡからＢに支払われている。この

妥当性について、提出された資料からは十分な検証ができないものの、平成２６

年度の本件交付金対象費用分については、一定の整合性が図られたものと判断す

る。 
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  ⑷ 違法または不当な公金の支出について 

市がＡに対して交付金を支出したことが違法または不当な公金の支出にあたるか

否かについて判断するためには、Ａに対する交付金が本件条例第１０条に規定す

る交付決定の取消事由（上記１の⑴のオ）のいずれかに該当するかを判断する必

要がある。 

本件交付金は、上記⑵で判断したとおり、本件条例および本件規則等に違反した

ものとは言えず、また、交付金を他の用途に使用したものでもない。 

そして、偽りの申請その他不正な手段により交付金の交付の決定を受けたものか

否かについては、本件交付金の交付によって関係者が不正な利得を得たとは認め

られず、領収書のあて名および費用支払いの不整合については、団体の経理処理

上の問題であると考えられ、不正行為が明らかあるいは合理的に疑われるべき具

体的な事実があるとまでは言えない。 

よって、Ａに対する本件交付金について、返還の必要はないと判断できる。 

  ⑸ 交付金確定事務について 

平成２６年度の本件交付金対象費用について確認したところ、実績報告書に添付

されている領収書のあて名については上記１の⑷のアのとおりであった。 

また、交付先団体であるＡにおける費用支払の実態については上記１の⑷のイで

確認する限りにおいては、Ａが本件交付金対象費用を支出した事実を確認するこ

とはできなかった。本件交付金の実績報告書に添付すべき書類は、上記１の⑴の

キであり、対象費用が支出されたことは、領収書の写しによって確認することに

なっており、費用が他の団体の現金・預金から支払われているといった財源まで

の確認は、通常の実績報告書の審査で確認することは困難と思われる。 

しかし、当該地域にＡとＢの２つの団体が存在することを関係職員は承知してお

り、実績報告書にＢあての領収書が添付されている件については、関係職員が陳

述の機会で述べたように、防犯灯電気代の支払いをＡがＢに委託しているとの認

識でいたならば、ＡがＢに対して相応する額を支払った領収書の添付を求めるべ

きであり、かつ、事実関係を詳細に確認するべきであったと考える。 

よって、本件交付金の交付額確定事務における確認および審査が不十分であった

と言わざるを得ない。 

しかしながら、結果的には上記⑷のとおり本件交付金の返還が生じるものとは認

められず市に回復すべき損害がないことから、違法または不当とは言えないと判

断する。 

 

  ３ 結論 

    以上により、請求人の本件措置請求には理由がないと判断し、これを棄却するこ

ととする。 

 

４ 市長に対する監査委員の意見 

    本件についての監査委員の判断は以上であるが、本件交付金に係る事務について

は、事務処理等に一部不十分な点が見受けられたので、下記の意見を付す。 

⑴ 高齢化が進み地域の活力が減退する中で、協働の名のもとに地域住民の意見を反

映し、自立した活動ができるよう、交付先団体に対する必要な支援に努めるととも

に、実績報告書等の作成についてより一層適切な指導・助言を行われたい。 
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⑵ 本件請求の発端となった、領収書のあて名の誤りについては、本件交付金の実績

報告書の審査時に十分な確認を行い、必要に応じて指摘・指導するべき事項であっ

たと思われる。今後は、適時に効果的なチェックを行うとともに、訪問調査を行う

団体数や内容を充実するなどにより、市民に疑念を持たれない適正な交付金制度の

運用に努められたい。 

⑶ 本来、別の団体であり区分されるべきＡとＢの会計処理が混同され、団体におけ

る事務を複雑かつ煩雑なものにしており、そのことが、請求人が本件交付金の支出

に疑念を抱いた要因となっているものと考えられる。Ａに対して本件交付金に関す

る会計処理が適切に行われるよう指導・助言されることを要望する。 

 


